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　玉川村では、令和元年度に策定した「第２期子ども・子育て支援事業計画」に基づき、認定こども園での教
育・保育の推進、放課後児童クラブの運用をはじめ、各種子育て支援策の拡充と次世代育成支援事業の推進
を図ってきました。令和６年度で第２期計画期間が満了することから、国・県の動向を踏まえながら、村のこれ
までの取組を点検して必要な見直しを行い、「第３期子ども・子育て支援事業計画」を策定します。
　これまでも地域全体で子育てを支援する体制を整備し、玉川村で安心して子どもを産み育てることができ
る環境づくり、次代を担う子どもたちが健やかに生まれ育つ環境づくりに取り組んできました。「子どもを育
てるすべての親や、これから子どもを産み育てる次世代の親が、子育てをする喜びを実感し、安心してゆとりを
もった子育てができるよう、地域全体で支援していく体制づくり」を目指して本計画を策定します。

計画策定の趣旨1

計画の性格2

計画の期間3

　本計画は、次世代育成支援行動計画と子ども・子育て支援事業計画から成るものです。子ども・子育て支援
法第61条第１項に基づく「市町村子ども・子育て支援事業計画」として位置付けられます。また、母子保健分
野についても本計画に包含されることから母子保健計画を兼ねるものとします。

　本計画は、令和７年度から令和11年度の５年間を計画期間とします。なお、子ども・子育て支援事業計画に
示す施策・事業等について、定期的に点検を行いながら着実に推進します。

計画の基本的な考え方4

　本村では、子どもを育てるすべての親や、これから子どもを産み育てる次代の親が子育てをする喜びを実感
し、安心してゆとりをもった子育てができるよう、地域全体で支援していく体制づくりを推進するために、「す
べての親がゆとりをもって子育てができ、地域全体で子どもを見守るむら・たまかわ」を基本理念に掲げ、様々
な事業を行ってきました。
　近年の社会状況の変化を考慮しつつ、本計画においても、この基本理念を継承することとし、「次世代育成
支援行動計画」及び「子ども・子育て支援事業計画」を合わせた計画とします。

基本方針5

 「すべての親がゆとりをもって子育てができ、地域全体で子どもを見守るむら・たまかわ」をめざして、具体的
な施策の展開を図ります。

【計画の位置づけ】

令和７年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度

見直し 次期計画（第4期）

本計画（第３期）

【計画期間】

玉川村振興計画

・障がい者計画
・障がい福祉計画
・障がい児福祉計画

その他関連計画

元気なたまかわ
健康21計画元気なたまかわ 子育て支援プラン

基本理念

すべての親がゆとりをもって子育てができ、
地域全体で子どもを見守るむら・たまかわ

　次世代を担う子どもたちが、個性や能力を伸ばし、思いやりの心や郷土愛を育み、心身ともに健やかに成長
できるよう就学前教育や学校教育の創意工夫ある教育内容の充実を図ります。さらに、地域とのつながりの
中で信頼される学校運営に努め、学力向上の取組や地域の教育資源を活用するなどにより、特色ある学校教
育環境の充実に努めます。学校・家庭・地域が連携し、地域社会全体で子どもを育てる観点から、家庭や地域
の教育力向上を目指して取り組んでいきます。
　また、共働き家庭の増加に伴い、保育サービスのニーズは一層高まっています。一方、核家族化や地域のつな
がりの希薄化等が進行し、子育ての不安感・負担感の増加や子育ての孤立化による様々な問題が懸念されて
います。安心して子を産み、そして安心して子育てができるよう、地域の子育て支援サービスの充実に努める
とともに、情報交換や情報提供、気軽に相談等ができる体制づくりを推進していきます。

教育を通した次代を担う親子の成長の支援１
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施策の体系6
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計画の推進

子ども・子育て支援事業計画

１．子ども・子育て支援事業計画の概要
２．教育・保育提供区域の設定
３．教育・保育施設の見込み及び確保策
４．地域子ども・子育て支援事業の見込み
     及び確保策
５．教育・保育の一体的提供及び推進に
     関する体制の確保
６．総合的な施策の推進

次世代育成支援行動計画
〔1〕家庭と地域の子育て力の向上

〔2〕教育・学校の充実

〔3〕子育て支援サービスの充実

〔1〕母子保健事業の推進

〔2〕子どもにやさしい生活環境の整備

〔3〕子どもの人権尊重・児童虐待防止の推進

〔1〕仕事と子育ての両立支援

〔2〕生活支援の充実

教育を通した
次代を担う親子の
成長の支援

①

子どもの人権が守られ、
安心して子育てできる

環境づくり

②

子育てを応援する
環境づくり

③

子ども・子育て
支援事業の推進

　子どもたちの権利が最大限尊重され、全ての子どもがいきいきと育つむらづくりを目指します。近年、大き
な社会問題となっている児童虐待については、早期発見・対応に努めることで未然防止を図り、要保護児童に
対しての支援・対策の効果的な推進を図っていきます。加えて、地域住民への一層の啓発を行い、子どもの健
全な成長を地域全体で見守る体制を推進します。
　また、親子が安心して外出できる環境を整えるとともに、子どもを事故や犯罪から守り、安全で安心できる
環境づくりを、地域全体で協力して行っていきます。
　さらに、親子の健康が確保され、子どもが心身ともに健康で健やかに生まれ育つように、保健・医療・福祉
等の各分野が連携しながら、母子保健事業を展開します。また、次代の親となる子どもたちの心身の健康づく
りのために、食育や思春期保健対策を推進します。

子どもの人権が守られ、安心して子育てできる環境づくり2

　男性も女性も、意欲をもってあらゆる分野で活躍ができ、生活とのバランスが取れた多様な生き方の選択を
可能とし、子育てと仕事の両立ができる職場環境づくりを推進するために、地域住民や職場に対して「仕事と
生活の調和」（ワーク・ライフ・バランス）の考え方の普及・啓発に取り組んでいきます。
　また、支援が必要な子育て家庭が安心して生活し、子どもを健やかに育てることができるよう、ひとり親家
庭に対する生活支援や障がい等で支援が必要な子どもとその家庭への支援の充実を図ります。

子育てを応援する環境づくり3

　子どもの教育・保育サービスの質的・量的充実をめざし、本村の教育・保育の推進方針を踏まえ、既存の支
援事業のさらなる充実を目指しながら、事業の実施を図ります。
　また、事業計画においては、ニーズ調査の結果を受け、量の見込みを把握し、的確な事業実施を推進してい
きます。

子ども・子育て支援事業の推進4

施策の方向基本方針基本理念
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基本方針１ 教育を通した次代を担う親子の成長の支援

基本方針7

学校支援地域本部の活用

学校・地域社会でのキャリア教育の拡充

放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）
の充実

地域子ども教室

教育委員会

教育委員会

教育委員会

教育委員会・
公民館

担当課事業名

① 家庭・地域での子どもの体験・居場所づくり活動の推進
【１】 家庭と地域の子育て力の向上

基本方針2 子どもの人権が守られ、安心して子育てできる環境づくり

① 子どもや母親の健康の確保
【１】 母子保健事業の推進

地域子ども・子育て支援事業の充実

地域子ども・子育て支援事業関係者の資質向上

教育委員会・
健康福祉課
教育委員会・
健康福祉課

担当課事業名

① 子育て支援サービスの充実
【3】 子育て支援サービスの充実

子どもの権利に関する啓発

子どもの人権教育の実施

教育委員会

教育委員会

担当課事業名

① 子どもの人権の確保
【3】 子どもの人権尊重・児童虐待防止の推進

スポーツ少年団活動への支援

各種スポーツ教室の充実

公民館

公民館

担当課事業名

③ スポーツ活動の推進
児童遊園、民間の遊び場の整備促進

玉川村青少年育成村民会議事業

健康福祉課

公民館

担当課事業名

③ 児童の健全育成の推進

子ども家庭相談事業の推進

児童虐待防止ネットワークの活用推進

健康福祉課

健康福祉課

担当課事業名

② 児童虐待防止対策の強化

教育委員会

健康福祉課

健康福祉課

教育委員会

教育委員会

健康教育の充実

禁煙・防煙の推進

20歳未満の飲酒防止

生命の大切さを理解し、
自分も相手も大切にする人の育成

学校教育における性教育・健康教育の推進

担当課事業名

② 保健教育の推進

①「食育」の推進
【2】 子どもにやさしい生活環境の整備

健康福祉課

健康福祉課

健康福祉課

教育委員会

健康福祉課

幼少期から望ましい食生活、
食習慣形成のための教育の推進
食生活の見直しと望ましい食生活実現の
ための知識の普及と健康教育の充実

親子料理教室

給食における食育の推進

情報の提供

担当課事業名

教育委員会

教育委員会

教育委員会

教育委員会

学校施設の整備

ＩＣＴ教育の充実

メディア教育

こども園・小・中連携強化推進事業の取組

担当課事業名

③ 学校の教育環境の整備

健康福祉課

公民館

健康福祉課

教育委員会

玉川村こども家庭センター事業

つどいの広場事業

すくすくクラブ

ファミリー・サポート・センターの充実・支援

担当課事業名

② 子育て支援のネットワークづくり

教育委員会

教育委員会・
地域整備課・
総務課
総務課・
教育委員会

総務課

総務課・
健康福祉課

総務課

教育委員会

交通安全指導の実施

通学路の安全の確保

交通安全教室の開催

交通安全意識の高揚・啓発活動

防犯対策の推進

地域の防犯活動の推進

防犯教育の推進

担当課事業名

② 交通安全・防犯活動の推進

健康福祉課

健康福祉課

健康福祉課

健康福祉課

小児救急医療体制の充実

こども医療費助成

養育医療給付

小児慢性特定疾患治療研究事業

担当課事業名

② 小児医療の充実

健康福祉課

健康福祉課

健康福祉課

健康福祉課

健康福祉課

健康福祉課

健康福祉課

健康福祉課

健康福祉課

健康福祉課

健康福祉課

健康福祉課

健康福祉課

健康福祉課

健康福祉課

健康福祉課

健康福祉課

健康福祉課

健康福祉課

健康福祉課

健康福祉課

子育てに関する広報活動

妊婦健康診査

妊娠期の歯周疾患予防対策

乳幼児健康診査（３～４か月児）

乳幼児健康診査（９～10か月児）

１歳６か月児健康診査（一般、歯科、心理）

３歳児健康診査（一般、視力、聴覚、歯科、心理）

２歳児・４歳児発育発達相談会

５歳児健康診査（一般、歯科、心理）

乳幼児健康相談

事後指導の徹底

新生児・乳幼児訪問指導

妊産婦訪問指導

予防接種

幼児期のう蝕予防対策

不妊相談の実施

妊産婦への喫煙の害に関する情報の提供・啓発

妊産婦・家族への禁煙・分煙の推進

妊産婦健康相談

外国人に対する母子保健事業への参加促進

育児教室（５～６か月児）

担当課事業名

教育委員会

教育委員会

教育委員会

保育スタッフの養成・研修への支援

通常保育事業

多様な保育ニーズに対応した保育体制の確保

担当課事業名

④ 保育サービスの充実

ボランティア活動の促進 教育委員会

担当課事業名

②地域活動の促進

① 相談支援体制の充実
【2】 教育・学校の充実

相談支援体制の充実 教育委員会・
健康福祉課

担当課事業名
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